
○別府市環境保全条例（抜粋） 
昭和４９年１２月２０日 

条例第５１号 
注 平成２年３月から改正経過を注記した。 

目次 
 前文 
第１章 総則 
 第１節 定義（第１条） 
 第２節 市の責務（第２条―第９条） 
 第３節 事業者の責務（第１０条―第１５条） 
 第４節 市民及び外来者等の責務（第１６条―第１９条） 
第２章 自然環境の保全 
 第１節 自然環境の保護（第２０条―第３２条） 
 第２節 環境緑化の推進（第３３条―第３８条） 
 第３節 開発行為等の制限（第３９条―第４２条） 
第３章 生活環境の保全 

第１節 廃棄物の処理（第４３条―第４７条） 
第２節 公共の場所の清潔保持等（第４８条―第５２条） 
第３節 あき地の管理（第５３条―第５９条） 
第４節 温泉の適正利用（第６０条―第６３条） 

第４章 公害の防止 
第１節 規制基準（第６４条・第６５条） 
第２節 工場等に関する規制（第６６条―第８１条） 
第３節 特定建設作業に関する規制（第８２条―第８５条） 
第４節 騒音等に関する規制（第８６条―第９１条） 
第５節 電波障害の防止、生活環境の保護等（第９２条―第１００条） 
第６節 自動車公害等の防止（第１０１条―第１０３条） 
第７節 地下水の採取規制（第１０４条―第１０７条） 

第５章 環境保全審議会（第１０８条―第１１７条） 
第６章 補則（第１１８条―第１２１条） 
第７章 罰則（第１２２条―第１２９条） 
 附則 
人間は、太陽、水、大気など、自然の恩恵なしには１日も生きられない。ところが、人間は、

自己の生存を維持するために、自然を開発しながら必要な資材を生産し、今日の繁栄を築いて

きた。しかるに自然と人間の調和を軽視して発展してきた現代の産業と都市は、いまや、人間

の健康と暮らしを根底からおびやかそうとさえしている。 
わたしたちのまち別府は、緑なす山なみと紺ぺきの海、そして豊かな温泉に恵まれて、今日ま

で国際観光温泉文化都市として栄えてきた。別府市民はもちろん、外来者もこれらの自然を限

りなく愛し、また誇りとしている。こうした天恵の自然の中で、一層住みよい生活を確保する

ために別府市民は、自然を活かし、豊かで住みよい都市づくりに総力を挙げねばならない。 
以上のような認識にたって、別府市は、市民の意思と行動を結集して環境をよりよくするため

あらゆる手段をつくし、観光温泉文化都市として、健康で安全かつ快適な生活を確保すること

を宣言して、この条例を制定する。 
 

＜省略＞ 



 
第２節 環境緑化の推進 
（緑化の基本方針） 
第３３条 市は、都市における緑の回復を図るため環境緑化の基本方針を定め、計画的な都 

市の緑化を図らなければならない。 
（公共用地の緑化） 
第３４条 市長は、良好な生活環境を確保するため、自然植生の保護及び公園、緑地、街路、

 学校その他の公共用地の緑化に努めなければならない。 
（団地等の緑化） 
第３５条 規則で定める団地等の造成をしようとする者又は高さが１５ﾒｰﾄﾙを超える建築物

 （以下「指定建築物」という。）であって規則で定める指定建築物を建築しようとする者 

は、市長と協議の上、当該団地等又は当該指定建築物が建築される敷地等の緑化に努めな け

ればならない。 
２ 前項に定める協議は、あらかじめ環境緑化に関する計画書を市長に提出して行うものと 

する。 
（平１４条例２２・一部改正） 

（工場、事業場の緑化） 
第３６条 工場若しくは事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該土地内 

に緑地を確保し、又は樹木を植栽する等緑化に努めなければならない。 
（宅地等の緑化） 
第３７条 市民は、その居住し、所有し又は管理する土地について、そのあき地に樹木、花 

等を植栽し、すすんで録の環境を高めるよう努めなければならない。 
（修景緑化街区） 
第３８条 市長は、市街地の修景緑化上必要があると認めるときは、修景緑化街区を指定す 

ることができる。 
２ 市長は、修景緑化街区内において、街路樹の植栽、花だん、照明その他の修景施設の設 

置等に努めなければならない。 
３ 修景緑化街区内に建築物その他の施設を設置している者又は設置しようとする者は、そ 

の敷地内に道路に面して樹木、花等を植栽し、花だんを設ける等緑化に努めなければならない。 
４ 市長は、前項の規定に基づく植栽、花だんの設置等について必要があると認める場合、 

助言、勧告又は援助をすることができる。 
 
第３節 開発行為等の制限 
（開発行為の届出） 
第３９条 次の各号に掲げる開発行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あ 

らかじめ市長に届け出て、開発行為に対する協議をしなければならない。 
（１） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第２項の規定による 

  許可を受けなければならない開発行為 
（２） 前号に掲げるもののほか、自然環境及び生活環境の保全に影響を及ぼすおそれのあ 

  る開発行為で規則で定めるもの 
（平１３条例２２・一部改正） 

（指定建築物又は指定工作物の申請及び通知） 
第４０条 指定建築物又は建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３８条に規 

定する工作物のうち高さが１５ﾒｰﾄﾙを超えるもの（以下「指定工作物」という。）を建築 し

ようとする者（以下「建築主」という。）は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 第



６条第１項又は同項を準用する同法第８８条第１項若しくは第２項の規定による確認の 申

請に先立って、当該建築計画が生活環境の保全について規則で定める条件に適合するものであ

ることについて、あらかじめ市長に関係書類を添えて申請しなければならない。ただし、国及

び地方公共団体の計画に係る事業については、この限りでない。 
２ 建築主は、前項の申請に先だち、当該建築計画について、規則で定める近隣関係者に事 

前に説明会を開催し、その結果について市長に報告しなければならない。 
３ 市長は、第１項の申請を受理した場合において、当該申請に係る建築計画が、規則で定 

める基準に適合するときは、受理した日から３０日以内にその旨文書をもって通知しなければ

ならない。 
４ 建築主は、前項の通知を受けた後でなければ、当該建築工事に着手してはならない。 
５ 第１項による申請をしようとする者は、規則の定めるところにより、その敷地内の見や 

すい場所に建築を予定する指定建築物又は指定工作物の概要を掲示しなければならない。 
６ 建築主は、第１項の申請の内容について変更が生じたときは、規則の定めるところによ 

り変更の日から１４日以内に、その旨を市長に届けなければならない。 
（平２条例３１・平１４条例２２・一部改正） 

（指定建築物の適正管理） 
第４０条の２ 指定建築物を建築しようとする者は、当該指定建築物が規則で定める基準に 

該当する共同住宅である場合、当該共同住宅を建築後はその適正な管理に努めるものとする。 
（平１４条例２２・全改） 

（公共施設の整備にかかる協力） 
第４１条 第３９条及び第４０条の規定による届け出をしなければならない者は、市長が別 

に定める関連公共施設の整備に関して特別の協力をしなければならない。 
（平１２条例１・一部改正） 

（指導勧告） 
第４２条 市長は、自然環境及び生活環境の保全のため必要があると認めるときは、第３９ 

条及び第４０条の規定による届け出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、 

又は勧告することができる。 
 

＜省略＞ 
 
第５節 電波障害の防止、生活環境の保護等 

（平１４条例２２・改称） 
第９２条から第９５条まで 削除 
（電波障害の防止義務） 
第９６条 指定建築物又は指定工作物の建築主及び設計者並びに工事施工者又は工事監理者

 （以下「建築主等」という。）は、当該指定建築物又は当該指定工作物の建築によって、 

周辺のﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ等に受信障害が生ずるおそれのあるときは、必要な調査を実施するととも に、

障害の改善を図るための必要な措置を講じなければならない。 
（平１４条例２２・一部改正） 

（生活環境の保護） 
第９７条 指定建築物又は指定工作物の建築主等は、当該指定建築物又は当該指定工作物の 

建築に伴い、周辺地域に、騒音、振動その他通常の生活環境に対する著しい支障を生ずること

となる場合は、必要な措置を講じなければならない。 
（平１４条例２２・一部改正） 

（計画変更の勧告等） 



第９８条 市長は、指定建築物又は指定工作物の建築主等が前２条に定める必要な措置を講 

ぜず、又は近隣の建築物の所有者、管理者若しくは居住者の生活環境に著しい支障を及ぼすお

それがあると認めるときは、当該建築主等に対して当該指定建築物又は当該指定工作 物の建

築計画の変更等必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。 
（平１４条例２２・一部改正） 

（違反者に対する命令） 
第９９条 市長は、第４０条の規定による届出をしないで指定建築物又は指定工作物を建築 

し、若しくは建築しようとしている建築主等又は第９６条若しくは第９７条の規定に違反して

工事を施工している建築主等に対し、当該指定建築物又は当該指定工作物の建築工事の施工の

停止、建築計画の変更等必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができ

る。 
（平１４条例２２・一部改正） 

第１００条 削除 
 

＜省略＞ 
 
第６章 補則 
（立入検査） 
第１１８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工場及び事業場、

工事現場、建築物又は工作物の敷地、保護地区内の土地、保護樹の所在する土地その他の場所

に立ち入り、帳簿書類、機械、設備、建築物、工作物、建築物の敷地その他の物件及び土地並

びにその場所で行われている行為の状況について調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し

必要な指示又は指導を行わせることができる。 
２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求

があったときは、これを提示しなければならない。 
（平１４条例２２・一部改正） 

（報告の徴収） 
第１１９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは 

害するおそれのある者又はこれらの関係者に対して、必要な事項を報告させることができる。 
（予想外の公害に対する措置） 
第１２０条 市長は、この条例の予想しない物質、作業等により公害が発生し、又は発生す 

るおそれが生じたときは、その事態を発生させた者に対し、必要な措置を講ずべきことを 勧

告することができる。 
（委任） 
第１２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 
第７章 罰則 
第１２２条 第７５条の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役又は１０万円以下 

の罰金に処する。 
第１２３条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１０万円以下の罰金 

に処する。 
（１） 第６６条第１項の許可を受けないで特定工場等を設置した者 
（２） 第６９条第１項の規定による許可を受けないで同項の規定により規則で定める事項 

  を変更した者 
第１２４条 第８０条第２項又は第９９条の規定による命令に違反した者は、６ｶ月以下の 



懲役又は１０万円以下の罰金に処する。 
第１２５条 第８４条の規定による命令に違反した者は、５万円以下の罰金に処する。 
第１２６条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 
（１） 第３９条、第４０条第１項、第６８条第１項又は第８２条第１項の規定による届出 

  をせず、又は虚偽の届出をした者 
（２） 第３０条第２項、又は第９１条の規定による命令に違反した者 
   第１２７条 次の各号のいずれかに該当する者は、２万円以下の罰金に処する。 
（１） 第２３条第２項及び第３項（第２７条第３項において準用する場合を含む。）又は 

  第２７条第２項の規定に違反した者 
（２） 第５０条第２項、第５２条第２項、第５６条又は第５９条第３項の規定による命令 

  に違反した者 
（３） 第８１条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
（４） 第１１８条の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者 

（平４条例１４・一部改正） 
第１２８条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。 
（１） 第７０条、第７１条第３項、第１０４条又は第１０６条の規定による届出をせず、 

  又は虚偽の届出をした者 
（２） 第４０条第２項、第４項又は第５項の規定に違反した者 

（平２条例３１・平４条例１４・平１４条例２２・一部改正） 
（両罰規定） 
第１２９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人

又は人の業務に関し、第１２２条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 
附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から 

施行する。ただし、第５章に関する規定は、公布の日から施行する。 
 


